
 

 

令和７年５月２８日 草津市 DX 推進本部会議 
開催日時  令和７年５月２８日（水） 午前１０時５分から午前１０時４０分まで 

開催場所  庁議室 

出 席 者  市長、辻川副市長、南川副市長、教育長、総合政策部長、総合政策部理事（草津未来研究

所担当）、総合政策部理事（経営・ＤＸ戦略担当）、危機管理監、総務部長兼法令遵守監、ま

ちづくり協働部長、環境経済部長、健康福祉部長、健康福祉部理事（健幸都市づくり・地域

共生社会推進担当）兼こども若者部理事（こどもの居場所づくり担当）、こども若者部長、特

命監（都市戦略担当）兼都市計画部長、都市計画部理事（交通・開発担当）、建設部技監、

建設部長、上下水道部長、教育部長、教育部理事（スポーツ担当）、教育部理事（学校教育

担当）、議会事務局長、監査委員事務局長 

欠 席 者  なし 

議事概要  下記のとおり 

 

１．審 議 事 項 

（１）草津市情報化アクションプランの評価について 

【資料１～２】 

【事務局より】 

・ 草津市情報化アクションプランは、令和２年度から令和６年度までを計画期間とする草津市情報化推

進計画の実行性を担保するための個別事業、スケジュールを定めたもので、４月に各課に照会を行い、

既存の取組の令和６年度における自己評価をまとめている。 

・ 実績の評価については５段階（１：取り組むことができなかった、２：思うほどの成果は得られなかった、

３：成果があった、４：目標以上の成果があった、５：目標を大きく超える成果があった）で行った。 

・ 令和６年度の評価について、ほとんどの事業が計画どおり取組を行い、目標に見合う成果を上げるこ

とができており、目標以上の成果があった事業が４件、思うほどの成果が得られなかった事業が１件

あった。 

・ 計画期間の総括評価について、計画期間を通して概ね評価の高かった事業が３件、計画期間を通し

て概ね評価の低かった事業が２件あった。 

 

【主な質疑・意見】 

・ 付議書では外部公表を想定されていないようだが、懇話会を除く一般公表を想定しているか。 

⇒評価一覧と工程表について、６月下旬～７月上旬頃の懇話会を経て、７月以降にホームページで公表

を行う。 

・ アクションプランの取組のなかで、「DX」と「ICT」という表現の内容がどう違うのかよくわからない。 

⇒このアクションプランは、すでに公表されているものであるため修正はしかねるが、新たなアクションプ

ランについては調整を行う。 

 

【今後のスケジュール】 

・ 令和６年度評価結果は、７月に開催予定の草津市情報化推進懇話会にてお諮りした後、ホームペー

ジにて公開する。 

 

 

 



 

 

（２）草津市 DX アクションプランの策定について 

【資料３～４】 

【事務局より】 

・ 草津市 DX アクションプランは、令和７年度から令和１０年度までを計画期間とする草津市 DX 推進計

画の実行性を担保するための個別事業、スケジュールを定めるもので、４月に各課に照会を行い、令

和７年度の取組内容をまとめている。 

・ 草津市情報化推進懇話会において、情報化アクションプランの評価指標では「３：成果があった」との

中間評価に偏りがちになるとの御意見をいただいたことから、評価指標の見直し（１：未着手・その他、

２：成果は得られなかった、３：思うほどの成果は得られなかった、４：成果があった、５：目標以上の成

果があった）を行った。 

・ 草津市情報化アクションプランの取組のうち、市民の利用率を向上させる、運用の範囲を拡大させる

といった目標に向けた取り組みの余地があるものについては、DX アクションプランに引き継いでいる。 

・ 令和７年度の取組について、新たに掲載した事業が４件あった。 

 

【主な質疑・意見】 

・ 貸館予約システムの R７スケジュールについて、導入に向けた調整での表現と異なる部分があるよう

だが、関係課との調整のうえでの記載となっているのか。 

⇒関係課と最終調整を行い、修正する。 

・ 草津市情報化アクションプランと同様に、「DX」と「ICT」という表現の内容がどう違うのかよくわからな

い。「DX」という表現に統一するといったことはできないか。 

⇒ICT（手段）を活用して DX（業務プロセス・サービス等の変革）を行うというものであり、適切に使用でき

ているか再度確認のうえ、全体的な調整を行う。 

・ 伴走支援による事業検討において、アクションプランを追加しにいくうえで本部会議を開催するとのこ

とだが、随時開催を考えているのか。 

⇒アクションプランへの追加は、基本的には年１回と考えているが、庁内横断的な取組や市全体で推進

すべき事業などは、事業の開始時期等により検討が必要である場合については、本部会議で審議い

ただくことを想定している。 

・ 評価指標の変更について、評価するための定量的な指標などを別に示される予定はあるか。 

⇒今回の変更では行政経営改革プランにおける評価指標と統一したもので、「４：成果があった」は目標

の達成率 80％～100％といった目安により、達成率をなるべく数値化したうえで評価を行っていただく

よう考えている。 

 

【今後のスケジュール】 

・ 草津市 DX アクションプランは、７月に開催予定の草津市情報化推進懇話会にてお諮りした後、ホー

ムページにて公開する。 

 

 

 
    担当   草津市 総合政策部 経営戦略課 DX 戦略係 

    電話   077-561-2326 

    メール  keiei@city.kusatsu.lg.jp 


